
令和７年度鳥取砂丘月面実証フィールド情報発信のための 

一般参加型イベント企画運営業務委託仕様書 

 

１ 業務名   

令和７年度鳥取砂丘月面実証フィールド情報発信のための一般参加型イベント企画運営

業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務期間 

契約締結日から令和７年１２月１９日（金）まで 

 

３ 予算額 

  金６，５００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

 

４ 目的及び業務内容 

鳥取砂丘月面実証フィールド「ルナテラス」を国内外に広く情報発信し、利用促進を図る

ことを目的とし、通常は実証試験関係者（利用者）以外の立入りを制限しているルナテラス

において、一般県民が参加できるイベント（以下「本イベント」という。）を開催し、本県

が行う宇宙産業創出の取組みに関する理解を深める。 

 

５ 開催日、会場 

（１）開催日 令和７年１０月または１１月のいずれかの土曜日（１日） 

   ※荒天時の対応（小雨決行）として翌日の日曜日を予備日とすること。 

   ※１１月１、２日は除く。 

（２）会 場 鳥取砂丘月面実証フィールド「ルナテラス」 

   ※会場内の車庫及び車庫内の物品も使用可能とするが、紛失・破損等がないよう管理を

徹底すること 

   ※開催日によっては、同敷地内の「建設実証フィールド」を使用できる場合がある 

 

６ 業務内容 

  ４に記載の目的を達成するため、以下の業務を行うことする。 

（１）本イベント開催までの準備 

  ア 企画の立案 

・本イベントのメインターゲットは親子連れの鳥取県民とし、子どもたちが楽しめ、宇

宙に関して興味・関心を持てるような体験型の企画を立案すること 

・企画の中には、月面探査車（試作機・モデル機でも可）の遠隔操縦体験など、ルナテ

ラスの特徴を活かしたものを１つ以上含めることとし、少なくとも３つ以上の企画を

実施すること 

・本業務の実施に関するアイデア等があれば、積極的に提案すること 

 （例：各企画に参加する際の待ち時間の低減や帰宅後にも宇宙や月面のことを振り返

ることができる工夫など企画以外の内容を含む。） 

 イ 周知・広報 

・ポスターやチラシ等の PR ツールを作成し、配布すること。なお PR ツールの配布は発

注者も積極的に行うため、十分な量を作成すること 

・PR にあたっては、上記に加え、ウェブページ・SNS 等を活用し、メインターゲットに

効果的に情報が届く手法により行うこと 

 ウ その他 

   ・会場には車庫を除き日差しを避ける施設がないため、熱中症対策を適切に講じること 

別添１ 



・会場は駐車場の制約があるため、事前申込制として来場人数を管理すること 

・来場人数は約 200 名を想定し、人数に対応できる台数の仮設トイレ（最低３台以上）

を会場内に設置すること 

※来場人数の積算：駐車場キャパシティ 50 台×親子２名×２回転） 

・駐車場の誘導人員として適切な人数（最低２名以上）を配置すること 

（２）本イベントの開催・運営 

・準備・撤収時も含め、本イベント全体管理及び各企画の進行・管理に必要となる人材を

適切に配置すること 

・来場者にアンケート調査を実施し、その結果分析を行った上で、以下（３）の報告書に

より報告すること（調査項目は発注者と事前に協議することとする） 

・会場及び本イベントで使用する国立大学法人鳥取大学乾燥地研究センターの施設等（駐

車場、会場までの通路等を想定）の衛生状態が保たれるよう、清掃やゴミ収集、処分を

適切に行うこと 

（３）報告書の作成 

・令和７年１２月１９日（金）までに、事業実施報告書（事業実績、参加者データ、写真、

上記（２）に記載のアンケートの分析結果、課題・改善点等）を作成すること 

・事業実施報告書には、事業実施の際に作成し、入手した各種資料・データを成果物とし

て添付すること    

（４）上記（１）～（３）の実施にかかる一連の事務局業務 

 

７ その他 

（１）来場者やスタッフ等の怪我等に適切に対応できるよう、いわゆるイベント保険に加入す

ること 

（２）本業務の PRツール、アンケートの分析結果、写真等について、受注者は発注者による二

次利用を承諾するものとする 

（３）本業務の実施にあたっては、適宜、鳥取県と協議を行いながら進めるものとする 

（４）本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、受注者

と発注者とが協議して定めるものとする 

（５）受託者は、本業務の実施に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は本業務以外の目的で

利用することはできない。本業務終了後も、また同様とする 

（６）本業務の契約に係る訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合

意管轄裁判所とする 


